
関係委員意見聴取書面 

関係委員 
（敬称略） 

（所属）東京農工大学 農学部 教授 

（氏名）星野 義延 

聴取日 平成２９年７月１１日（火） 

聴取者 環境省 大臣官房 環境影響審査室 桜庭環境専門員 
自然環境局 自然環境計画課 横山係長 

要領４．（２）利害関係者の除外 
・意見聴取しようとする事業に係る利害関係の有無。 

                    利害関係    有  ・  無   
要領４．（３）秘密保持の承諾 
・環境影響評価法手続に基づき作成される図書に含まれる希少な動植物種の生息・生育

地の情報その他の秘匿すべき情報を外部にもらさない旨の承諾。 
                       承諾   ・   非承諾   
＜関係委員意見概要＞ 
 
植物及び生態系につい

て 
 
 
 

 

 
・対象事業実施区域及びその周辺には複数の既存道が設置さ

れており、当該道路を活用することによって、風力発電設

備の配置の変更を伴うことなく、道路新設による自然植生

の改変を抑制できると考えられるため、既存道をできる限

り活用すべきである。 
 
・胸高直径１ｍを超える樹木は巨樹・巨木に該当することか

ら、これに該当するブナ及びそれに準じるブナについては

伐採を極力回避すべきである。 

 

別紙 


